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成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
年
月
日
種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
七
・　
　

　
　

十
・
七
映　

画
異
常
性
欲
の
夜　

う
ご
め
く
肉
唇

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

花
嫁
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス　

続
け
ざ
ま
に
何
人

も

新
東
宝
映
画

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

〃

〃

淫
ら
濡
れ　

さ
あ
や
と
こ
は
る
再
会

オ
ー
ピ
ー
映
画

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
九
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
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定
に
よ
り
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次
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。
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氏
名
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。
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。
）

（
公
告
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
八
月
五
日


